
介護サービス事業者の   

指定事務等の見直しについて  

平成18年8月1日  
厚生労働省老健局振興課   



事業者指定事務等の見直しのポイント  

1．指定の欠格事由、指定の取消要件の追加  
指定の欠格事由に、申請者又は法人役員（施設長含む）が以下のような事項に該当する場合   
を追加（更新時も同様）  

①指定取消から5年を経過しない者であるとき（指定取消手続中に自ら廃止した者を含む）  

②禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき  
③介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑等を受けて、その執行を終わる   
までの看であるとき  

④5年以内に介護保険サービスに閲し不正又は著し＜不適当な行為をした者であるとき  
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿ ＿ ＿＿＿．．．＿．．＿＿．＿．＿．＿＿＿＿．．．．＿．．＿■＿＿．．＿＿●●＿＿．．＿＿．＿＿＿．．－．■．－－■．一－■■■－■■－■■■－－・・－■t一一－－■－－－●－－－t－・・一・■－ ■■■■■■■－ －■一一■－－■－－■●●■■‾■－■ －‾‾■■－‾ ‾‾■■■‾  
l－－－－－－－－一一t一－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－一－－－－－－－一－－－－－一一一一－－－■－－－一一●■一■●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t  

2．指定の更新制の導入  
・事業者の指定の効力に有効期間（6年）を設ける。  

・更新時に、基準への適合状況や改善命令を受けた履歴等を確認するので、基準に従って適   
正な事業の運営をすることができないと認められるときは、指定の更新を拒否できる。  

l  

l  

■＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一－－一一●－■■一－－－一－一一－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－一一－－－－l  

3．勧告、命令等の追加  
・都道府県、市町村（地域密着型サービス）が、より実態に即した指導監督や処分を行うこ   

とができるよう、事業者に対する、①業務改善勧告（従わない場合には公表できる）、②   
業務改善命令、③指定の効力の停止、の権限を追加する。   



指定の欠格事由†   

指定の取消要件の追加  

2   



○指定の欠格事由、指定の取消要件の追加  
○指定の欠格事由に、申請書・開設者（又は法人役員等）が次のような事項に該当する場合を追加  

（か禁鍋以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの看であるとき  
②介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの  
者であるとき  

③指定取消から5年を経過しない看であるとき  

④指定取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日から5年  
を経過しない者であるとき  
⑤5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不適当な行為をした看であるとき  

○指定の取消要件に、申請書・開設者（又は法人役員等）が次のような事項に該当する場合を追加  

①申請者等が禁錮以上の刑を受け、又は介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金  
刑を受けて、その執行を終わるまでの看であるとき  
②要介護者・要支援者の人格を尊重するとともに、介護保険法又はそれに基づく命令を遵守し、  
要介護者・要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならないとの規定に違反したとき  

③介護保険法その他保健医療福祉に関する法律又はそれらに基づく命令一処分に違反したとき  

④事業者が、介護保険サービスに閲し不正又は著しく不適当な行為をしたとき  
⑤法人役員等のなかに、指定の取消・効力停止前5年以内に介護保険サービスに閲し不正又は著  
しく不適当な行為をした者がいるとき  

【経過措置】  

施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前  

にこれらの規定に規定する行為を行った者については、適用しない。  
－■1一一－■■■■■■－－－－－■■■●一一－－■■■■■■－－■■－■●●■■■一－1一■－－■一一■■■－■－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－■－－－－－－－－一－－－t－■－－■－－－－－－－●－■■■＋■■ 一一一－■  
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○役員等の範囲  

事業者の指定・更新・取消等における欠格事由■取消事由（過去5年間で  

指定取消等を受けた者であるとき）での役員等の範囲はどこまでか？  
l  ●－■■■■－■－■■■－1■■■■■一一■■■l■■■■■■■■■－11■■－－■－－ ■■■●●一 ■ ■－■■■■－ ■■－ －－－－－－－－－－－－ －－－■－■■－－－一一一■一一一■－－－－■－－－－■－－－－■－ －－ －－■－■－－● ■■■－111■一 ■■－■l●●■  

（D法人でない病院等の場合 → 管理者  

（医療法及び薬事法で規定）  

②法人である場合 → 役員等（A＋B）  

A．役員  

イ業務を執行する社員・取締役t執行役又は  これらに   

口相談役、顧問等の名称を有するかどうかは問わず、イに掲げる  

者と同等以上の支配力を法人に対し有するものと認められる者  

B．その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人  

・事業所の管理者（基準省令等で規定される管理者と同じ）  
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○具体例   

口相談役、顧問等の名称を有するかどうかは問わず、イに掲げる者と   

同等以上の支配力を法人に対し有するものと認抽れる者   



（参 考 条 文（彰）  
ー ー ー ■ － － － － － － － － － － － ■ ■ ■ － ●－ ■■ ■■ ■ ■ 一 － － － ■－1111■ ■llll■■ － 一  昔卿号）  
l  

い指定居宅サービス事業者の指定）  

t第七十条 第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅  

サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所（以下この節において単に「事業所」とい  

lう。）ごとに行う。  

‡2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号又は第十号（病  
院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、適所リハビ  

リテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第二号から第十一号まで）のいずれかに該当するときは、  

第四十一条第一項本文の指定をしてはならない。  
l一  申請者が法人でないとき。  

当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚   

生労働省令で定める員数を満たしていないとき。  

三 申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス   

事業の運営をすることができないと認められるとき。  

四 申請者が、禁銅以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

；五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、  
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   

六   申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して   
l  

五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条   

の規定による通知があった目前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を   

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は   

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節において同じ。）又はその事業所を管理す   

る者その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないも   

のを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院等である場合においては、当該通知があった目前六十日以内に当該病   

院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。  

七 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の   

規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する白までの間に第七十五条の規定による事業   

の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過し   

ないものであるとき。  
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（参 考 条 文 ②）  
八前号に規定する期間内に第七十五条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の目前六  

十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人：  

でない病院等（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して 壬   

五年を経過しないものであるとき。  

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  

十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。  

十一 申請者が、法人でない病院等で、その管理者が第四号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。  

l ！3 都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設；  

入居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第：  

百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員1  

の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道  

府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定  

施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えるこ：  

幸 とになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十王  
一条第一項本文の指定をしないことができる。  

≡4 都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われ  

る特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含i  

む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における混合型特定施設入居者生活介護の推  

定利用定員（厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をいう。）の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定め 

る都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達している：  

か、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計！  

画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。  l  

王5 都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定（特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るも  

のに限る。）をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関i  

係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。  
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l  

，、，、∫＿＿走＿斗－＿h上，ナカニサ應亡m． 及ノ出r l  

（指定の取消し等）  

！第七十七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一；  

項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。  

一 指定居宅サービス事業者が、第七十条第二項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。   

指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の厚生t  
l  

労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。  
l  

＿、⊥＿l  
！三 指定居宅サービス事業者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正；  

な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。  

四指定居宅サービス事業者が、第七十四条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。  

五居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき0  

六 指定居宅サービス事業者が、第七十六条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、l  
l   

又は虚偽の報告をしたとき。  
l  

．、＿、ゝ、▲＿」、、－⊥＿、．l  
！七 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜ；   
1  

1  

1  

1  

】  

l  

】  

】  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

事  

l  

l  

l  

‡2  

ず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌！  
避したとき0ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居引  

サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く0  

八 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。  l  

l  

九 前各号に掲げる場合のほか、措定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令でl  

定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  

十前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十一指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力；  

の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき0  

十二 指定居宅サービス事業者が法人でない病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部l  

の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  

市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認め  
サ、轟＿．Ll サ〈r．J、．．亡卜鼻＿．．一、′Jr，＿′ガザてお北二r爪二rr♭．．L．．†、＿け、半．ナナ．⊆ヨノし【＿お，†、ヱんH－ ふ－⊥－1〈，」ごJ、トJ、、、  

t  

l るときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。  
」－－一一－－－一一－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 1  
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l  

（参 考 条 文 ④）  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾‾‾ 
「   

l  

l  

】  

1  

1  

【  

l  

l  

l  

」  

】  

l  

】  

事  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

1  

】  

妻  

【  

l  

l  

l  

l  

】  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

】  

笠虎瞼凍t鈷ゴ岩垂生〟ヽ．．＿垂  全書1⊆▲暑l ●肘 馴  

（指定又は許可等の要件に関する経過措置）  

第八条 新法第七十条第二項第四号から第十一号まで（新法第七十条の二第四項（新法第七十八条の十一、   

第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。）において   

準用する場合を含む。）、第七十七条第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第七十八条の二   

第四項第五号から第九号まで若しくは第五項第一号から第三号まで、第七十八条の九第一号、第二号若   

しくは第十二号から第十四号まで、第七十九条第二項第四号から第八号まで（新法第七十九条の二第四   

項において準用する場合を含む。）、第八十四条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第八   

十六条第二項第三号から第七号まで（新法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。）、第   
一 九十二条第一項第号若しくは第十号から第十二号まで、第九十四条第三項第四号から第十一号まで   

（新法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。）、第百四条第一項第二号若しくは第九号   

から第十二号まで、第百七条第三項第三号から第十号まで（新法第百七条の二第四項において準用する   

場合を含む。）、第百十四条第一項第一号若しくは第十号から第十三号まで、第百十五条の二第二項第   

四号から第十一号まで、第百十五条の八第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第百十五条の   

十一第二項第五号から第九号まで若しくは第三項各号、第百十五条の十七第一号、第二号若しくは第十   

一号から第十三号まで、第百十五条の二十第二項第四号から第八号まで又は第百十五条の二十六第一号   

若しくは第九号から第十一号までの規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処   

せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前にこれらの規定に規定する行為を行った者については、  

；適用しない。  
l  

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿●＿＿＿＿＿1  
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